
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍

線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、こ
れ
を
削
り
、

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
新
た
に
追
加
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
使
用
が
廃
止
さ
れ
た
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
の
敷
地
で
あ
っ
た
土
地
の
調
査
）

（
使
用
が
廃
止
さ
れ
た
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
の
敷
地
で
あ
っ
た
土
地
の
調
査
）

第
一
条

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
三
条
第
一
項
本
文
の

報
告
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
起
算
し
て
百
二
十
日
以
内

に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
期
間
内
に
当
該
報
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
が

第
一
条

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
三
条
第
一
項
本
文
の

報
告
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
起
算
し
て
百
二
十
日
以
内

に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
期
間
内
に
当
該
報
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
が

二
十
三

花
及
び
木
の
小
売
又
は

卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ

る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

二
十
二

花
及
び
木
の
小
売
又
は

卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ

る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

二
十
四

燃
料
の
小
売
又
は
卸
売

の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧

客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

二
十
三

燃
料
の
小
売
又
は
卸
売

の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧

客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

二
十
五

印
刷
物
の
小
売
又
は
卸

売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る

顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

紙
類
及
び
文
房
具
類
の
小
売
又

は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ

れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提

供

二
十
四

印
刷
物
の
小
売
又
は
卸

売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る

顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

紙
類
及
び
文
房
具
類
の
小
売
又

は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ

れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提

供

二
十
六

運
動
具
の
小
売
又
は
卸

売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る

顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

お
も
ち
ゃ
、
人
形
及
び
娯
楽
用

具
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に

お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す

る
便
益
の
提
供

楽
器
及
び
レ

コ
ー
ド
の
小
売
又
は
卸
売
の
業

務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に

対
す
る
便
益
の
提
供

二
十
五

運
動
具
の
小
売
又
は
卸

売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る

顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

お
も
ち
ゃ
、
人
形
及
び
娯
楽
用

具
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に

お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す

る
便
益
の
提
供

楽
器
及
び
レ

コ
ー
ド
の
小
売
又
は
卸
売
の
業

務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に

対
す
る
便
益
の
提
供

二
十
七

写
真
機
械
器
具
及
び
写

真
材
料
の
小
売
又
は
卸
売
の
業

務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に

対
す
る
便
益
の
提
供

二
十
六

写
真
機
械
器
具
及
び
写

真
材
料
の
小
売
又
は
卸
売
の
業

務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に

対
す
る
便
益
の
提
供

二
十
八

時
計
及
び
眼
鏡
の
小
売

又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行

わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の

提
供

二
十
七

時
計
及
び
眼
鏡
の
小
売

又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行

わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の

提
供

二
十
九

た
ば
こ
及
び
喫
煙
用
具

の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お

い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る

便
益
の
提
供

二
十
八

た
ば
こ
及
び
喫
煙
用
具

の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お

い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る

便
益
の
提
供

三
十

建
築
材
料
の
小
売
又
は
卸

売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る

顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

二
十
九

建
築
材
料
の
小
売
又
は

卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ

る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

三
十
一

宝
玉
及
び
そ
の
模
造
品

の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お

い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る

便
益
の
提
供

三
十

宝
玉
及
び
そ
の
模
造
品
の

小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い

て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便

益
の
提
供

三
十
二

愛
玩
動
物
の
小
売
又
は

卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ

る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

三
十
一

愛
玩
動
物
の
小
売
又
は

卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ

る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

第
三
十

六
〜
四

十
五
類

﹇
略
﹈

第
三
十

六
〜
四

十
五
類

﹇
略
﹈

備
考
﹇
略
﹈

備
考
﹇
略
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
商
標
登
録
出
願
及
び
防
護
標
章
登
録
出
願
に
係
る
商
品
及
び
役
務
の
区
分
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
環
境
省
令
第
二
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
一
条
及
び
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
二
百
六
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
土
壌
汚
染
対
策

法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日

環
境
大
臣

中
川

雅
治
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